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１  策定趣旨
　京都府では、平成16年５月、地方機関の再編により、広域振興局を設置し、平成17年３月には、それぞ

れの広域振興局において地域振興計画を策定し、以後、現地現場主義の観点からそれぞれの地域の特性に応

じた地域振興を進めてきたところです。

　京都府中丹広域振興局においては、福知山・舞鶴・綾部の３市が、歴史的にそれぞれ独自に形成してきた

生活・文化・経済圏をいかしつつ、相互に連携することにより、新たな魅力や文化を創造する素地を形成し、

一層元気になっていくよう、平成17年３月に「『新中丹』シンフォニー」、平成23年１月に「中丹地域振興

計画（以下、「前計画」と表記。）」を策定し、その実現に取り組んできました。

　新しい京都府政の基本指針となる「明日の京都」は、変化の激しい時代にも柔軟かつ機動的に様々な問題

に対応できるよう、いつの時代も変わることのない府政運営の基本理念や原則等を示す「基本条例」、めざ

す将来の京都府社会の姿を示す「長期ビジョン」、府域全体を考えながらこれからの京都づくりの戦略をま

とめた「中期計画」に加えて、それぞれの地域が有する特色ある資源をいかす「地域振興計画」で構成され

ています。

　このたび改定した地域振興計画は、前計画に基づき推進してきました各施策の進捗状況や成果、前計画策

定以降の社会経済情勢の変化等を踏まえ、「明日の京都」長期ビジョンでめざす京都府社会の実現に向け、

中丹地域の資源や特性をいかした地域振興をさらに推進していくため、地域の実情を踏まえた将来像を描き、

それを実現するための今後（平成27年４月から平成31年３月まで）の重点的な方策を示しています。

　特に本計画においては、約10年間に３度の大きな水害に見舞われたことを受け、自然災害等から府民の

皆様の暮らしを守るための取組強化を図るとともに、少子化・高齢化が進んでいることから、抜本的な少子

化対策や高齢者が健やかに暮らせる環境づくりにも力を注ぐこととしています。

　一方、京都縦貫自動車道等の高速道路や京都舞鶴港の整備も大きく進展してきたことから、これらの社会

基盤を活用した人流や物流の拡大、若者等の定住につなげるための取組を進めるとともに、引き続き、地域

住民の方々との協働による地域づくりに重点的に取り組むこととしています。

　今後は、この新しい「中丹地域振興計画」に基づき、引き続き管内３市や地域住民、ＮＰＯ等地域団体、大学、

企業の方々等と連携・協働しながら、地域の将来像「関西広域交流時代の『みやこ』をめざして」の実現を

めざし、５つの基本方向に基づく重点施策を推進していくとともに、５つの地域の主要プロジェクトの実現

に向けて取り組んでまいります。

　なお、本計画に取り上げていない多くの課題についても、上記「中期計画」に基づき取り組んでいくこと

としています。
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２  地域特性
（１）中丹地域の位置・地勢等

　中丹地域は、京都府の北部に位置する、福知山市、舞鶴市及び綾部市からなる丹波山地の山々と日本海に

囲まれた地域です。

　東西は56㎞、南北は50㎞にわたり、面積は1,241.82㎢と京都府域の約27％を占め、丹後地域、南丹地域、

福井県の嶺南地域と兵庫県の但馬・丹波地域に隣接しています。

　若狭湾の美しい白砂と透き通った海や丹後天橋立大江山国定公園の大江山連峰で見られる雲海、地域を貫

流する由良川の豊かな流れ、緑豊かな里山の風景や美しい星空など、｢山｣・「川」・「海」・｢空」とすべての

自然に恵まれています。

　地域の特産物では、日本海で獲れるカニや丹後とり貝等の海の幸、緑豊かな自然の中で育った万願寺甘と

うをはじめとしたブランド京野菜や丹波くり・丹波マツタケ等の山の幸など、四季を通じて豊かな食を楽し

むことができます。

　また、京都舞鶴港が国内では北海道と国外では北東アジアとの日本海側の玄関港として、陸上交通では古

くから京阪神と関西北部との交通の結節点として、舞鶴若狭自動車道、京都縦貫自動車道、国道９号・27号・

173号・175号等の道路網、ＪＲ山陰本線・福知山線・舞鶴線・小浜線、北近畿タンゴ鉄道（ＫＴＲ）宮福線・

宮津線の鉄道網が整備されています。

（２）丹波と丹後の個性あふれる生活・文化・経済圏を形成してきた中丹地域
　丹波山地の山々と日本海に囲まれた中丹地域は、豊かな自然を背景に、歴史的に丹波と丹後の個性あふれ

る生活・文化・経済圏を形成してきました。

　縄文時代・弥生時代には、由良川流域を中心に集落が営まれ、古墳時代には、由良川を見下ろす丘陵上に

築かれた私市円山古墳（綾部市）をはじめとした数千基の古墳が築かれ、奈良時代には、古代寺院の存在も

確認されています。

　平安時代には、山岳寺院が開かれ、仏像、祭礼、芸能、薬師信仰や鬼退治伝説など特色ある文化や文化財

が現在まで伝えられています。

　南北朝時代・室町時代・戦国時代にかけては、多数の山城が築かれています。また、丹波は、室町幕府を

開いた足利尊氏との関係も深く、安国寺（綾部市）には足利尊氏生誕の伝承が残されています。さらに、織

田信長の丹波平定後には、丹波の福知山は、由良川の築堤等も行った明智光秀が領主となり、丹後の舞鶴は、

和歌等に通じた文化人でもあった細川幽斎(藤孝)が領主となり、それぞれ福知山城と田辺城を築城し、城下

町がつくられ商業が栄えました。
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　江戸時代には、幕府の方針から京の周辺には大大名が配置されなかったため、比較的小規模の城下町がそ

れぞれ独立して栄え、今日の福知山市・舞鶴市・綾部市の礎となりました。また、由良川の水運が経済の動

脈として利用されるとともに、今日の京阪神に至る内陸交通が発達しました。

　明治維新を迎えるに当たり、山城・丹波(一部は兵庫県)・丹後の３国が京都府の府域となり、丹波・丹後

の両国にまたがる中丹地域も、幾たびの変遷を経て京都府に属することとなりました。また、舞鶴～綾部～

福知山～大阪をつなぐ阪鶴鉄道（現在のＪＲ福知山線、舞鶴線）や山陰本線が開通しました。産業面では、

由良川の自然をいかした桑栽培と養蚕業が盛んに行われていたことから、綾部市に明治29年に蚕糸業とし

て現在のグンゼ株式会社が設立され、製糸機械製造のための機械工業も盛んに行われて現在のものづくり産

業の礎となりました。

　戦前には、福知山市に旧陸軍の歩兵第20連隊が、舞鶴市に多くの赤れんがの建造物とともに旧海軍の舞

鶴鎮守府が置かれました。現在でも、福知山市に陸上自衛隊の第７普通科連隊など、舞鶴市に海上自衛隊の

舞鶴地方総監部、第八管区海上保安本部など重要な任務を担う国の機関が置かれています。

　昭和12年４月に福知山市が、昭和13年８月に舞鶴市が、昭和25年８月に綾部市が、それぞれ市制を施

行し、府内では京都市に次いで２番目から４番目に古い市制施行となっています。また、昭和25年に綾部

市が日本初の「世界連邦都市宣言」を行い、その後、福知山市及び舞鶴市も続き、中丹地域のすべての市が

「世界連邦都市宣言」を行っている京都府内で唯一の地域となっています。

　戦後には、旧軍施設の平和的転用による産業振興や養蚕・繊維工業に代わる新しい工業の振興が地域の課

題となりました。このため、昭和37年度に始まる京都府総合開発計画の重点事業として旧陸軍の演習地を

利用した長田野工業団地が造成され、また、旧海軍の施設を転用し京都舞鶴港の整備が進められました。さ

らに、ハイテク産業の誘致をめざした綾部工業団地が造成され、高速道路網の整備も進められてきました。

　近年では、舞鶴若狭自動車道や京都縦貫自動車道の整備が進み、京都・大阪・神戸・名古屋方面との交通

アクセスも一段と良好になるとともに、日本海側拠点港に選定された京都舞鶴港においては、その機能を強

化する整備が進められており、多くの企業が集積する長田野工業団地、同アネックス京都三和や綾部工業団

地等を有する関西北部・日本海側の産業拠点を形成するに至っています。

（３）未来へ向かって大きな夢の持てる中丹地域
　中丹地域は、人口が減少傾向にあるとともに、18歳になると進学・就職等によりこの地域を離れる傾向

が強いこと、少子高齢化の進行とそれに伴う過疎化・集落維持問題、依然として深刻な野生鳥獣被害、中心

市街地の衰退、回復基調に弱さがみられる経済情勢、医師不足等の課題があります。

　また、社会基盤の整備により便利になる反面、人々が通り過ぎる地域となりはしないかとの不安もありま

す。

　さらに、近年短期的サイクルで大規模な風水害が発生しており、災害に強い地域づくりも大きな課題となっ

ています。
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　一方、中丹地域は、府内の４広域振興局管内の中で夜間人口よりも昼間人口が多い(流入人口のほうが多い)

唯一の地域であり、多くの国・府等の研究機関や４年制大学・各種の高等教育機関が設置されているととも

に、支店や営業所等の営業拠点を置く企業も多く、関西北部・日本海側の中核的な地域となっています。

　こうしたことに加え、舞鶴若狭自動車道や京都縦貫自動車道の整備による関西圏中北部圏の広域高速環状

ネットワークの形成、日本海側拠点港に選定された京都舞鶴港の物流・人流の機能強化等、インフラの整備

が着実に進んでおり、一層飛躍することが期待されます。
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　中丹地域が、今後（５年から15年後）めざしていくべき将来像は、次のとおりです。

関西広域交流時代の「みやこ」をめざして

　中丹地域では、舞鶴若狭自動車道や京都縦貫自動車道の全線開通、日本海側拠点港に選定された京都舞鶴

港の機能強化等、インフラ整備が進み、地域や国境を越えて人・もの・情報が大きく交流していく時代の鼓

動が聞こえてきています。

　今後は、豊かな自然と先端産業が共存する特性をいかし、磨きながら、中丹地域に住む人々にとって、こ

の地域こそが輝かしい「みやこ」であると思えるような地域づくりを進めるとともに、人口減少が進む中、

公共交通網の利便性向上を核に、管内３市を含む府北部地域の各市町が互いに役割をシェア・補完しつつ、

一定規模の圏域を形成し、都市にない田園の魅力と都市機能の両方を享受できる新たな生活圏の構築を進め

ていきます。

　また、府県を越えて広がる関西北部交流エリアの結節点、対外的には関西全域と北東アジアとを結ぶ日本

海側の玄関口として、中丹地域をより大きなエリアの中で捉え、関西北部・日本海側の活性化の原動力とな

り、国際的に人・文化・産業・情報が交流する「みやこ」となることをめざしていきます。

３  地域の将来像
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　地域の将来像に向かって、今後（平成27年４月から平成31年３月まで）、次の５つの基本方向（５つの

中丹デザイン）に基づいて、取り組んでいきます。

（１）　暮らしの安心・安全の確保
　（１）−ア　安心・安全な暮らしを支える基盤の整備
　（１）−イ　府民と共に取り組む防災・減災、防犯対策等の強化
　（１）−ウ　危機事象に即応する危機管理体制の強化

（２）　いきいき・健やかに暮らせる環境の整備
　（２）−ア　安心して子どもを産み・育てることができる環境の整備
　（２）−イ　医療・介護・福祉の充実と健康づくりの推進

（３）　産業の振興と定住の促進
　（３）−ア　「『森の京都』づくり」の推進等による森林文化の発信と林業の活性化
　（３）−イ　農業・水産業の振興と魅力ある中丹の「食」づくり
　（３）−ウ　地域に根ざす中小企業等の育成・支援
　（３）−エ　京都舞鶴港や高速道路網をいかした物流拠点の形成
　（３）−オ　定住を促進するための環境整備

（４）　交流人口の獲得・拡大と地域の活性化
　（４）−ア　「『海の京都』づくり」の推進等による広域観光の推進
　（４）−イ　「人・もの・情報」の交流・連携基盤づくり
　（４）−ウ　過疎化・高齢化が進む集落の維持・再生

（５）　共生・協働のまちづくり
　（５）−ア　人権の尊重と多様な主体による地域社会参画
　（５）−イ　郷土を愛し、未来を担う人材の育成
　（５）−ウ　地域の自然・環境・文化を守りはぐくみ、平和を愛する風土づくり

４  施策の基本方向（５つの中丹デザイン）
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　また、中丹地域振興計画の推進にあたっては、次のことを基本姿勢として取り組んでいきます。

（１）一人ひとりの尊厳と人権の尊重
　一人ひとりの安心と安全が守られるとともに、尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることの

できる社会づくりは、最も基本となる条件です。

　同和問題や女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人、患者等に対する人権問題、インターネット上

での人権侵害や街頭で公然と行われる差別的な言動等の新たな形態のものも含め、様々な人権問題の解決に

向けた取組が必要です。だれもが、人権の尊重を日常生活の習慣として身に付け実践できるように、あらゆ

る施策を通じて人権教育・啓発の取組を推進するなど、国、市町村、ＮＰＯ等とも連携して、取り組んでい

きます。

　さらに、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の人権

侵害の状況が改善され、男女の人権が等しく尊重されるとともに、性別による固定的な役割分担にとらわれ

ず、あらゆる場に女性も男性もその個性と能力を発揮し、いきいきと活躍できる男女共同参画社会の実現と

いう視点に立って施策を推進します。

（２）多様な主体との連携・協働
　計画の実現に当たっては、京都府だけでなく、地域住民の方々、管内３市、企業及び関係団体等との連携・

協働が欠かせません。

　このため、地域が一体となり、地域の課題解決、再生、振興等に取り組むことができるよう、事業の企画

や実施等の過程において、多様な主体に参画いただけるよう努めます。

（３）情報共有・発信の強化
　多様な主体との連携・協働を進めるためには、地域の現状や課題をはじめ、地域が取り組むべき方向性等

について、関係者が広く共有することが必要です。また、地域の優れた魅力や取組を広く発信することは、

地域の競争力を高める上でも、より重要となっています。

　このため、各分野の情報を体系的に整理し、インターネット等も活用しながら分かりやすい広報に努める

など、地域内外への積極的な情報発信を展開していきます。

（４）ＰＤＣＡサイクルの徹底
　私たちを取り巻く社会経済情勢は刻々と変化しており、新たに発生する課題等への対応を適切に行ってい

くためには、計画に基づく取組内容等についても、不断に見直しを行うことが必要です。

　このため、本計画に掲げた施策についても、ベンチマークレポートや運営目標を通じて、「目標の設定

（Plan）」・「実施（Do）」・「評価（Check）」・「見直し（Action）」という４つのステップを繰り返し実践す

るＰＤＣＡサイクルにより、絶えず点検しながら推進していきます。
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＜重点施策（基本方向に基づき、今後取り組む各分野の重点施策）＞

（１）　暮らしの安心・安全の確保
　中丹地域は、平成16年台風23号に引き続き、平成25年台風18号や平成26年８月豪雨等により、10年

の間に３度の甚大な被害を経験しました。また、平成23年に発生した東日本大震災や福島第一原子力発電

所事故は、地震や原子力災害をはじめとする様々な災害への備えを万全に行う必要性を改めて認識させるこ

ととなりました。さらに、全国的に大規模地震発生への懸念が高まる中、これまで以上に安心・安全の確保

が大きな課題となっています。

　このため、災害を未然に防ぐための基盤整備をはじめ、災害の被害を最小限に抑えるための防災力向上や

危機管理体制の強化等、府民の暮らしの安心・安全の確保のための取組が求められています。

（１）−ア　安心・安全な暮らしを支える基盤の整備

　目標　　□由良川治水対策事業と連携する府関連事業の完了件数（累計）　６事業

■ 平成16年台風23号、平成25年台風18号及び平成26年８月豪雨等による浸水被害を
受けた対策強化

　◆ 由良川の浸水被害の解消に向けて、その中・下流域については、国の由良川緊急治水対策の促進を図る

とともに、同対策と連携した国道175号、舞鶴福知山線、舞鶴綾部福知山線等の整備及び「由良川下

流圏域河川整備計画」に基づく同圏域の牧川、宮川、相長川、大谷川、大砂利川の河川改修を推進します。

　◆ 内水被害等の解消に向けて、弘法川、法川等の河川改修及び内水排除施設の整備を進めるとともに、高

野川の河川整備計画を策定するなど、関係機関と連携し治水対策を図ります。

■災害に強い地域づくりのための基盤整備
　◆ 災害時の被害を軽減するため、河川整備のほか、土砂災害対策、治山事業、ため池整備等を進めます。

　◆災害時孤立集落を解消する道路法面の崩落防止等防災対策を進めます。

　◆ 異常気象時における避難等に活用するため、河川防災カメラ等による防災情報の充実を図ります。

■暮らしを支える安全のまちづくり
　◆ 府が管理する道路、河川等の点検を強化するとともに、インフラ長寿命化計画を策定し、公共施設の適

切な維持管理に努めます。

　◆児童をはじめ交通弱者の安全を確保するため、通学路等の歩道整備等を推進します。

　◆大規模地震に備え、住宅の耐震化を推進します。

５  重点施策と地域の主要プロジェクト
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 （１）−イ　府民と共に取り組む防災・減災、防犯対策等の強化

　目標　　□自主防災組織におけるリーダーの育成数（累計）　897人　
　

■地域で取り組む防災・減災対策
　◆ 平成16年及び25年の台風、平成26年８月豪雨等による大規模災害の教訓をいかし、管内３市との連

携を強化し、地域の避難活動等のリーダーを養成します。

　◆ 土砂災害警戒区域等の指定等による警戒避難体制の整備、山地災害危険地区の周知による防災意識の向

上、地域住民との協働によるハザードマップ作成を進めます。

　◆ 大規模災害時に、地域の事業活動等を維持・確保していくため、京都ＢＣＰ行動指針に基づく取組を推

進します。

■災害時に援護が必要な人への支援
　◆ 老人福祉施設、障害者支援施設の入所者等の避難訓練を支援するとともに、高齢者や障害のある人など

在家庭の要支援者が、地域の避難所を利用しやすいよう福祉避難コーナー設置のための支援をします。

■生活者の安心・安全の強化
　◆ 各交番を核とする「府民協働防犯ステーション」の活動支援や、子どもの安全情報を提供する京都府防

災・防犯情報メールの普及等、子どもを犯罪から守る見守り活動や交通安全の取組等を推進します。

　◆ 消費生活相談を通じて、管内３市や警察等と連携し、高齢者を中心とした消費者被害の予防や早期解決

を図ります。

　◆ 遊泳者・漁業者等の安全を確保するため、プレジャーボートの安全利用の促進を図るとともに、係留場

所の確保や放置艇に対する規制強化等の係留対策を進めます。

（１）−ウ　危機事象に即応する危機管理体制の強化

　目標　　□サーベイメータを取り扱える職員の育成数（累計）　140人（平成25年度：21人）
　

■原子力災害をはじめとした災害対応の強化や関係機関との連携
　◆ 原子力等防災対策を推進するため、訓練等の実施や広域避難計画の充実等、関係機関・関西広域連合等

との連携を強化します。

　◆ 日本海側で発生する地震による津波浸水想定を踏まえ、管内３市の地域防災計画の見直しや避難訓練等

を支援します。

　◆ 京都舞鶴港の広域防災活動拠点の機能を発揮し瞬時に対応ができるよう、海上保安庁や自衛隊、消防、

警察等の防災関係機関等との連携を強化します。

　◆ 原子力災害時や大規模災害時における、健康危機管理をはじめとした災害対応機能の強化等、中丹東保

健所の充実・強化を図ります。



267

中
丹
地
域
振
興
計
画

　◆ 原子力災害時の住民避難に迅速・的確な対応を行うため、身体への放射性物質の付着状況を測定するサー

ベイメータの操作技術や原子力防災の基礎知識を持った職員を育成します。

■感染症・家畜伝染病対策等の推進
　◆ 新型インフルエンザなど新たな感染症に的確に対応するため、京都舞鶴港における水際対策の徹底や関

係機関との連携体制の強化を図ります。

　◆ 施設、事業所等における感染症集団発生防止、発生時の拡大防止に向け、正しい知識・技術の普及啓発

や感染症対策の組織的な対応への支援等、感染症に強い地域づくりを進めます。

　◆ 家畜伝染病防疫対策に万全を期すとともに、万一の発生時には徹底した封じ込めと一連の防疫措置を短

時間で完了させるため、関係機関との連携体制の強化を図ります。

　◆ 食の安心・安全への信頼を高めるため、食品表示等の適正化に向けた指導や啓発を強化し、消費者と事

業者の対話交流を進めます。
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（２）　いきいき・健やかに暮らせる環境の整備
　中丹地域では、平成24年に策定された「中丹地域医療再生計画」に基づき、地域医療の充実・強化に向

けた取組が進められています。また、増加する高齢者を支える福祉・介護人材の確保に向けた取組や、障害

のある人の生活支援や社会参画に向けた取組も進展しています。

　一方、出生数は減少傾向にあるため、従来の子育て支援に加え、結婚・妊娠・出産、さらには定住に至る

総合的かつ大胆な少子化対策へと転換を行うことが必要です。

　このため、この地域で安心して子どもを産み・育てることができるための支援充実を図るとともに、整備

が進む医療基盤等を活用した医療・介護・福祉体制の充実強化を図るなど、誰もがいきいき・健やかに暮ら

せる環境の整備が求められています。

（２）−ア　安心して子どもを産み・育てることができる環境の整備

　目標　　□出生数　平成25年比97人増
　　

■少子化に歯止めをかける環境づくりの推進
　◆ 地域への転入人口よりも、地域からの転出人口が多い地域特性を踏まえ、定住対策も含めた総合的な少

子化対策を推進します。

　◆「結婚・妊娠・出産・育児」の基礎知識やライフプランの重要性を、小・中学生の頃から啓発します。

　◆結婚を希望する者に対する出会いの場づくり等、結婚支援事業を促進します。

　◆ 保育園や幼稚園等と連携し、中丹発の絵本スタイルの子育て入門書 ｢ほめかた絵本｣ の活用等により、

子どもの自己肯定感を向上させるとともに、保護者が育児の楽しさを実感できる「ほめてほめられニコ

ニコ風土づくり」を推進します。

　◆ 地域における自主的な子育て活動への支援やネットワークの構築等により、地域の子育て力を高める取

組を推進します。

　◆子どもが病気した時の受診の仕方を啓発するなど、保護者の不安を軽減します。

　◆ 妊娠・出産の相談や不妊治療の相談・経済的負担の軽減等、安心して生み育てる環境づくりを推進します。

■発達障害児への支援
　◆ 保護者や幼稚園・保育関係者等が、集団の苦手な子等を早期に発見することにより、発達障害児の早期

療育につながるよう、発達障害に関する理解を深める取組を推進します。また、就学後も教育機関と連

携し、子どもの心とからだの健康を支援します。

　◆ 発達障害児療育等の拠点施設として、舞鶴こども療育センターの充実・強化を図り、保健所、管内３市

及び教育機関とも連携し、専門家による相談や事例毎の課題分析を踏まえた助言を行うなど、発達障害

児や保護者等を支援するための取組を推進します。



269

中
丹
地
域
振
興
計
画

■子どもの人権擁護や家庭問題の解決への支援
　◆ 児童虐待の未然防止から早期発見・早期対応、再発防止まで一貫して取り組むなど、子どもの人権を守

る取組を推進します。

　◆ 京都府北部家庭支援センターを核として、関係機関との連携のもと、事例に基づいた研修の実施等、管

内３市や府の相談担当者等の人材育成を推進し、家庭問題への対応を強化します。

■青少年が健やかに育つ環境づくり
　◆ 専門家による相談や職親制度による就業体験等を通じて、ＮＰＯや地域とも連携しながら、青少年の非

行からの立ち直りや社会的ひきこもりからの自立を支援します。

　◆ 「青少年の健全な育成に関する条例」の普及、啓発等を行う「社会環境浄化推進員」と連携して、青少

年の健やかな成長に資する環境づくりを進めます。

（２）−イ　医療・介護・福祉の充実と健康づくりの推進

　目標　　 □ 新たに介護施設等で介護サービスの提供に携わる職員の数（京都府高齢者健康福祉計画と
同じ）

■中丹地域医療再生計画の着実な推進
　◆ 「中丹地域医療再生計画」に基づき、圏域内の基幹的・公的病院の医療機能充実を支援するとともに、

それぞれの特徴をいかした役割分担により、医療体制の充実を進めます。

　◆ 中丹地域の医療を担う若手医師の育成や、医師の離職防止・再就職支援等による医師確保に取り組みま

す。また、一般財団法人舞鶴地域医療連携機構と連携して、舞鶴市内の公的病院間で画像データ等を共

有する病院間等連携ネットワークシステムの運用を推進します。

　◆ 患者の状態に応じて適切な医療や介護が提供できるよう、基幹的・公的病院やその他の病院、診療所、

介護保険施設等のネットワークづくりを推進します。

　◆ かかりつけ医と専門医がきめ細かい診療情報を共有できるがん地域連携手帳の運用を図り、がん医療に

携わる医療機関の連携を促進します。

■病気予防の推進
　◆ がん検診や、健康づくりの基礎をなす健康診断の確実な受診のため、管内３市や医療機関等と連携して、

啓発及び情報提供を行います。

■医療・介護・福祉を一体化した地域包括ケア体制の整備
　◆ 認知症の早期発見・早期治療体制の整備、地域の見守り等、医療と介護・福祉が連携した認知症のケア

体制を、府・市町村・医療及び介護関係者で構成する京都地域包括ケア推進機構、管内３市及び認知症

疾患医療センター（独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター）と連携して整備します。

　◆ 北部地域での介護・福祉人材の養成と質の高い介護サービスを提供するため、舞鶴市内での養成校の開
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設や宮津市内での総合実習センターの開設、また、福知山市内での現任者研修の実施に向け取り組むな

ど、３市と連携し「京都府北部福祉人材養成システム」を推進します。

■高齢者の元気な地域づくり
　◆ 高齢者が、安心して暮らせる地域づくりを地域や企業等と連携した見守りネットワークの構築等により

推進します。

　◆ 高齢者が元気にいきいきと暮らすことができるよう、健康づくり体操・健康づくり定食の普及等に取り

組みます。 

■障害のある人の生活支援と社会参画・交流の拡大
　◆ 中丹圏域障害者自立支援協議会や京都ほっとはあとセンター中丹ブロック会議と連携し、「ほっとはあ

と製品」の受注拡大等を通じて障害のある人の賃金向上をめざします。また、障害のある人の社会参画

が拡大するよう、地域イベントへの参加や出店等を支援します。

　◆ 「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」や「京都府福

祉のまちづくり条例」等により、障害の有無にかかわらず誰もが互いに人格と個性を尊重しあう共生社

会の実現、人権尊重の社会づくりに取り組みます。

■自殺を防ぐ環境づくり
　◆ 自殺未遂者等ハイリスク者への適切な支援を行うとともに、うつ病等の早期発見・早期治療を促進し、

自殺を防ぐため、かかりつけ医等と精神科医との連携システムを構築します。
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（３）　産業の振興と定住の促進
　中丹地域では、面積の約77％を占める森林の資源を有効に活用するため、地元産材である丹州材の需要

拡大に向けた取組を進めています。

　また、農業・水産業の分野においては、万願寺甘とうや紫ずきん、丹波くり、丹後とり貝等のブランド産

品の生産・販売振興を推進するとともに、酒米等の新たな生産物の振興や地元の農産物等を活用した「食」

づくりにも力を入れています。

　中小企業の育成については、新ビジネスの創出に向けた支援等を行っていますが、管内事業数の減少が見

られるとともに、地域への流入人口よりも流出人口が多い状態が続いており、平成25年の社会動態人口は

約1,000人の減少となっています。

　一方、日本海側拠点港に選定された京都舞鶴港や全線開通した舞鶴若狭自動車道、京都縦貫自動車道等の

産業基盤の整備が進んでいます。

　このため、「『森の京都』づくり」等の新たな要素も絡めながら農林水産業の振興を図るとともに、地域に

根ざす中小企業等の育成、整備された高速道路や京都舞鶴港等の産業基盤をいかした物流拠点の形成、これ

ら産業振興と一体となった定住促進を図ることが求められています。

（３）−ア　「『森の京都』づくり」の推進等による森林文化の発信と林業の活性化

　目標　　□管内産素材生産量　29,000㎥（平成22 ～ 24年度平均：21,000㎥）

■「『森の京都』づくり」等に基づく都市・農村交流の促進
　◆農家民宿・レストランなど都市住民等との交流ビジネスに取り組む民間の事業者を支援します。

　◆「『森の京都』づくり」に基づき、森林・里山文化を発信する拠点づくりを支援します。

■モデルフォレスト運動等森林保全活動の推進
　◆ モデルフォレスト運動に賛同する企業やボランティア団体、地域住民など多様な主体による協働の森づ

くりを推進します。

　◆ 里山への関心の高まりを踏まえ、「由良川里山回廊構想」に基づき、くり園の育成、荒廃竹林の整備、

木材や竹のエネルギー利用等、新たな視点で里山の資源を見直し、その再生を促進します。

■森林整備から木材の利用拡大まで一貫した循環型林業の推進
　◆ 健全な森林づくりを進めるため、森林所有者に対し、適正な森林管理の啓発を行うとともに、森林組合

等林業事業体による森林施業の集約化や施業路の開設、高性能林業機械の活用等、低コスト作業システ

ムの構築を支援し、「丹州材」の安定供給を推進します。

　◆ 林業大学校等と連携し、森林組合等林業事業体の経営力強化を支援するとともに、新たな担い手の育成・

確保を進めます。

　◆ 工務店等関係者の「丹州材」に関する理解を促進するとともに、住宅建築等での利用を支援するなど、

活用しやすい環境を整備することで、需要拡大を進めます。また、今後需要拡大が見込まれる、強度の

高い新たな集成材（ＣＬＴ）等の大型加工施設の誘致を進めます。
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 （３）−イ　農業・水産業の振興と魅力ある中丹の「食」づくり

　目標　　□主な農林水産物の生産額　９億7,000万円（平成22 ～ 24年度平均：９億2,400万円）

■野生鳥獣害対策の推進
　◆ 広域捕獲の実施や有害捕獲実施隊への支援により、有害鳥獣の捕獲を推進するとともに、管内３市が共

同で設置した有害鳥獣処理施設の利用を促進します。

　◆侵入防止柵の整備や追い払い等、効果の高い防除対策を支援します。

　◆奥山で野生鳥獣が生息しやすくするため、餌となる下草や木の実が育つ環境整備を進めます。

　◆有害鳥獣捕獲の担い手を確保するため、狩猟免許の取得及び技能向上の取組を支援します。

■農業・水産業を支える基盤整備の推進
　◆ ブランド京野菜等の振興にも対応できるよう、整備農地の担い手への利用集積を促進するとともに、農

業生産基盤整備を進めます。

　◆ ブランド水産物等の生産、流通の拠点となる漁港等の機能を保全するとともに、１漁協体制に適合した

漁業施設の統合整備を支援します。

■農林水産業の多様な担い手育成・組織づくりへの支援
　◆ 若者が夢を持って就農できるよう、｢農業サポートセンター｣ と連携し、実践農場・実践牧場・実践漁

場の設置をはじめとする技術・経営の指導等を地域とともに推進します。

　◆ 農地中間管理機構と連携し、地域での話し合いにより担い手への農地集積を図るとともに、集落営農組

織の法人化を推進し、地域の中心となる経営体の安定経営のための支援を行います。

　◆ 度重なる災害に対し、管内３市と連携してリスクの少ない農地の確保・整備を進め、付加価値の高い茶・

ブランド京野菜の生産を推進していきます。

　◆ 「海の民学舎」を開設し、漁業の次世代人材の育成と漁村ビジネス起業を支援するとともに、相談・支

援体制を構築し、漁業の担い手を確保します。

 

■ブランド産品の生産拡大とブランド力の強化
　◆ 万願寺甘とうや紫ずきん等のブランド京野菜をはじめ、酒米や小豆、茶、丹波くり、丹波マツタケ等の

生産拡大を図ります。

　◆ 兵庫県等と連携した取組を通じ、丹波ブランド産品を多角的に情報発信することにより、その生産拡大

につなげます。

　◆ 「京のこだわり畜産物生産農場」の登録推進により、安心・安全でこだわりのある地元産畜産物の生産

拡大を推進します。

　◆ 基幹漁業（定置網・底びき網）等の振興を図るとともに、種苗の育成技術や天然採苗技術の向上を図り、

舞鶴かに、丹後とり貝、育成岩がき等の生産拡大を推進します。

　◆ 宇治茶産地として位置付けられている中丹地域の茶の生産拡大をめざし、新規茶園の造成や新規拡大農

家・新規就農者による既存茶園の有効活用等を通じ、産地づくりを推進します。
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　◆ 由良川やその支流をはじめとした豊かな自然環境を活用し、減農薬、減化学肥料による特別栽培米の生

産を行うなど、環境に配慮した農林水産業の振興を図ります。

■魅力ある中丹の「食」づくりの推進
　◆ 捕獲した野生鳥獣を地域資源として有効活用するため、良質なジビエの生産・供給体制を確保します。

また、ジビエ料理を普及するため、消費者に向け、その魅力を発信するとともに、取扱飲食店の拡大を

図り、ジビエ料理提供店を一体的に「ジビエ街道」としてＰＲします。

　◆ 中丹らしい旬の地元食材を使用した料理・加工品を発掘するとともに、新たな料理・加工品づくりの支

援を行い、観光資源として魅力ある中丹の「食」づくりを推進します。

■魅力ある直売所を核とした地産地消と農商工連携等の推進
　◆ 直売所の販売・在庫管理等を行うＰＯＳシステムの導入や、スタンプラリーによるＰＲ及びイベント等

への出店等を支援することにより、直売所の販売促進を推進します。

　◆ 直売所が行う農作業体験の取組を支援するとともに、商工業者、食にかかわる団体等と連携した食育や

学校給食の活用等を通じて、地産地消・旬産旬消を推進します。

　◆ 耕種農家と畜産農家の連携により飼料用米等の生産・利用を進め、地元産飼料による畜産物の生産を推

進します。

　◆ 農林漁業者による加工・販売への進出等の６次産業化や、農商工連携による新たな地域産品づくりや販

路の拡大等を促進します。

（３）−ウ　地域に根ざす中小企業等の育成・支援

　目標　　□中小企業者数　2,000社以上（平成25年度1,961社）　
　

■北京都ものづくりパークを核としたものづくり産業の振興
　◆ 経営・技術の一体的支援拠点である「北京都ものづくりパーク」を核として、地域ものづくり企業のイ

ノベーションにつながる人材育成や新分野展開の取組を支援します。

■中丹新ビジネスサポートの推進
　◆ 中小企業応援隊と連携し、新たな事業活動をめざす企業同士の交流等の場を提供することにより、新分

野進出や、企業の強みをいかした新たなビジネスの創出を推進します。

　◆中小企業応援隊による伴走支援により、企業の経営改善や成長支援等を推進します。

　◆ビジネス的な手法を用いて地域の課題解決を図るソーシャル・ビジネスの取組を支援します。

■中小企業経営の下支え
　◆各種の中小企業融資制度等を活用し、中小企業経営の下支えを図ります。

　◆ 京都中小企業事業継続支援センター等と連携し、後継者確保や事業転換促進等による事業継承の取組を
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支援します。

　◆ まちづくり施策と一体となった中心市街地のにぎわい創出を促進するとともに、意欲ある商店街組織と

連携し、地域の特色をいかした魅力のある商店街づくりを支援します。

（３）−エ　京都舞鶴港や高速道路網をいかした物流拠点の形成

　目標　　□京都舞鶴港におけるコンテナ取扱量　15,000ＴＥＵ（平成25年：6,906ＴＥＵ）
　　

■日本海側拠点機能の強化
　◆ 日本海側拠点港の選定を受け全面改訂した「舞鶴港港湾計画」に基づき、国際ふ頭の岸壁機能強化や前

島ふ頭の岸壁の整備促進、臨港道路（和田下福井線等）の整備推進等を通じて、拠点機能の強化を図り

ます。

■京都舞鶴港を通じた交易の活発化
　◆ 京都舞鶴港を核として、関西一円とアジア、ヨーロッパ地域を結ぶ物流ルートの形成（国際ランドブリッ

ジ構想）に向けて、中国東北部・ロシア極東部や韓国等東アジアとの間で、それぞれの地域の特徴やニー

ズを踏まえた物流の拡大を図るため、ふ頭の整備や日韓フェリー航路開設をはじめとする航路の安定化・

拡充を進めます。

　◆ 高速道路網や京都舞鶴港の整備を契機に、物流関連企業の誘致を推進し、物流拠点の整備を進めます。

（３）−オ　定住を促進するための環境整備

　目標　　□企業誘致等による雇用創出人数（累計）　460人（平成25年度：54人）
　　

■通勤・通学環境の整備推進
　◆ 中丹地域に住みながら、京都市内等の大都市圏に通勤・通学することが可能となるよう「ＪＲ山陰本線

高速化･複線化構想」に向けた調査･研究等を行います。

■管内３市が行う基盤整備等の支援
　◆中心市街地の再整備や都市機能の集積の促進等、良好な市街地の整備推進を支援します。

　◆ 快適な生活環境の確保と健全な水環境を保持するため、簡易水道や公共下水道、農業集落排水、合併浄

化槽等の整備を支援します。

　◆ 既存集落の活力維持や定住促進等、管内３市の特色をいかしたまちづくりに向けた都市計画の見直しの

取り組みを支援します。
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■農山漁村の定住促進対策の推進
　◆ 都市部からの移住希望者に対し、「移住相談」から「現地案内」･「地域定着」までの伴走支援を行う移

住コンシェルジュと連携し、空き家･就労･就農等の情報を広く発信するとともに、管内３市や地域の団

体が取り組む移住受け入れ体制の整備や空き家改修等の取組を支援します。

　◆中山間地域等の不採算路線地域におけるバス路線の維持・確保等を支援します。

■産学公連携による雇用の創出
　◆ 長田野工業団地、同アネックス京都三和、綾部工業団地等におけるものづくり産業の集積と、大学や高

等専門学校等の人材育成機関をいかし、新たな企業誘致や、高度なものづくり人材の育成、産学公によ

る研究開発等を促進します。

■総合就業支援拠点「北京都ジョブパーク」による就職支援
　◆ ＵIターンや地元就職希望者に対し、地元企業の求人情報等の提供を行い就職相談に応じるとともに、

地元企業の見学・体験バスツアーや、都市部での交流会・面接会を実施し、地元での就職を支援します。

　◆ 若年者をはじめ、中高年齢者、子育て中の女性・ひとり親、福祉職場への就職希望者、障害のある人等

の求職者のニーズに応じ、就職相談やセミナーの実施、ハローワークによる職業紹介等を実施します。
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（４）　交流人口の獲得・拡大と地域の活性化
　中丹地域では、舞鶴若狭自動車道や京都縦貫自動車道の全線開通、北近畿タンゴ鉄道（ＫＴＲ）の再生等

による陸の交通基盤の整備進捗、大型クルーズ船等に対応した京都舞鶴港のふ頭整備など海の交通基盤の整

備進捗により、陸路・海路双方からの人・ものの流れが飛躍的に増大していくことが予想されます。

　このことから、京都府においては、平成25年度に「海の京都」構想を策定し、京都府北部７市町を全国

有数の観光圏とするための取組を進めているところであり、管内においても、新たな観光資源の整備や森・里・

川・海や文化など地域の資源を活用した新しい観光スタイルの創出等に取り組んでいます。

　今後は、一度訪れた観光客が再び訪れたくなる、魅力ある取組を継続して行うことが必要であり、民主導

による取組や広域的な連携等も欠かせません。

　このため、京阪神や中京圏はもとより、海外からのクルーズ客船も見据え、市域や府県域を越えた広域観

光の推進や、域内外との交流をスムーズにする道路や公共交通機関等の一層の基盤整備、さらには、これら

の交流を農村集落の活性化にいかす取組が求められています。

（４）−ア　「『海の京都』づくり」の推進等による広域観光の推進

　目標　　□観光入込客数　400万人（平成25年：324万人）　　　

　　　　　□観光客の一人当たり消費額　2,200円（平成25年：1,518円）

■誘客戦略の構築
　◆ 「海の京都観光圏」の魅力向上による観光集客力の強化をめざし、各戦略拠点における民主導の「観光

まちづくり」の核となる観光地域づくりマネージャー等と連携し、管内３市における魅力ある滞在プロ

グラムの造成等を支援します。

■外航クルーズの誘致拡大と周遊・滞在型観光の推進
　◆ 京都舞鶴港への外航クルーズ客船等の誘致拡大により、国内外からの誘客を促進するとともに、地元で

の滞在やリピートを促進するため、地域ならではのおもてなしを行うなど、受入体制の充実を図ります。

　◆ 京都舞鶴港に寄港するクルーズ客船と連携し、国内外の乗船客を対象に府北部地域への周遊を促進する

ため、地域情報の発信等を充実します。

■中丹スポーツ観光の推進
　◆ スポーツ観光をテーマに交流人口の拡大や地域産業の振興等を推進する市への支援を通して、スポーツ

の聖地化を進めます。

　◆ 「京都『ゆラリー』サイクリングロード」を活用し、自転車やカヌー、山登り等の移動手段そのものを

楽しむ、新しい観光スタイル「『海の京都』スポーツ・トレイル」を推進します。

　◆ スポーツ大会等を呼び込むことで、自転車等アウトドアスポーツが気軽に楽しめる地域としての知名度

向上を図ります。
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■観光情報の発信力強化
　◆ 丹波くり、丹波黒大豆等の高級食材をはじめとした全国的に有名な丹波の産品の魅力、観光地等、兵庫

県と取り組む「大丹波連携」等を通じて、多角的に情報発信することにより、「丹波ブランド」のイメー

ジをいかして丹波地域への観光誘客につなげます。

　◆ 高速道路等の整備を機に更なる観光誘客を図るため、海の京都観光推進協議会等と連携し、京阪神や中

京圏等からの誘客に向けた情報発信を行います。

（４）−イ　「人・もの・情報」の交流・連携基盤づくり

　目標　　□道路事業実施箇所件数（年間）　20件以上（平成25年度：20件）
　　　

■高速道路の整備促進
　◆ 舞鶴若狭自動車道（福知山ＩＣ～綾部ＩＣ、綾部ＰＡ～舞鶴西ＩＣ）の４車線化の整備を促進します。

また、舞鶴西ＩＣ～舞鶴東ＩＣの区間の４車線化実現に向けて国等関係機関に働きかけます。

■高速道路へのアクセス道路の整備促進
　◆ 国道９号の４車線化（福知山市長田野～新庄）及び付加車線整備（福知山市長田野～京丹波町和田）、

国道27号西舞鶴道路（舞鶴市上安～京田）、臨港道路上安久線の整備等を促進します。

■地域間連携・地域振興等の基盤となる道路の整備推進
　◆ 中心市街地間の交流促進のため、小倉西舞鶴線白鳥トンネルの４車線化や福知山綾部線等の整備を進め

ます。

　◆ 府県間の交流促進や地域産業の活性化のため国道429号、国道175号、国道426号、小浜綾部線等の

整備を進めます。

　◆地域振興や地域生活を支援するための道路整備を進めます。

　〔福知山市〕

　　・市島和知線（三和町上川合～台頭）

　　・私市大江線（山野口～報恩寺、私市）

　　・舞鶴福知山線（大江町南有路～常津、筈巻）

　　・小坂青垣線（夜久野町今西中～井田）

　　・舞鶴綾部福知山線（川北～猪崎）　等

　〔舞鶴市〕

　　・志高西舞鶴線（城屋～野村寺）

　　・余部下舞鶴港線（加津良、大和橋）

　　・国道175号（上福井）

　　・舞鶴綾部福知山線（七日市）

　　・舞鶴宮津線（八戸地～上漆原）
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　　・由良金ヶ岬上福井線（吉田～喜多）

　　・西神崎上東線（水間～中山）

　　・舞鶴野原港高浜線（田井～水ヶ浦）　等

　〔綾部市〕

　　・舞鶴和知線（五泉町～五津合町）

　　・上杉和知線（上杉町～施福寺、黒石峠）

　　・綾部大江宮津線（物部町～西坂町）

　　・広野綾部線（野田町～並松町）　等

　◆ 道路情報板やホームページを利用してイベント、工事内容、通行規制、気象等の様々な情報を発信し、

道路利用に係る利便性の充実を図ります。

■ＪＲやＫＴＲ等の鉄道の活性化と利用拡大
　◆ 地域住民の移動手段の確保・充実を図るため、ＪＲ山陰本線・福知山線・舞鶴線・小浜線等の鉄道の利

便性の向上を促進します。

　◆ 北近畿タンゴ鉄道（ＫＴＲ）の運行会社等との連携や新型車両の活用により、ＫＴＲ宮福線・宮津線の

利用拡大を促進します。

（４）−ウ　過疎化・高齢化が進む集落の維持・再生

　目標　　□府の支援による農家民宿の開設数（累計）　30軒（平成25年度：21軒）
　　

■里力再生に向けた集落リーダーの育成とむらづくり
　◆ 過疎化・高齢化が進む地域において、住民の活動を支援する「里の仕事人」や「里の公共員」として府

職員を配置し、地域課題の解決に向けた集落の取組や集落リーダーの育成を支援します。

　◆ 水源のかん養や良好な景観の保全等、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮のため、地域の農業生

産活動等を支援します。

■都市農山漁村交流活動の推進
　◆ 農山漁村を訪れる人々が農山漁村ならではの生活文化を体感できるよう、空き家等を活用した農家民宿

等の小規模集客交流施設の整備を促進し、農林漁業体験旅行者の誘致等による農業・林業・漁業体験、

農山漁村生活体験等の都市農山漁村交流活動を進めます。
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（５）　共生・協働のまちづくり
　中丹地域では、地域の課題解決に向け、ＮＰＯや地域活動団体等が様々な活動を行っていますが、平成

24年度には「一般社団法人京都府北部地域・大学連携機構」が設立され、産官学民の連携強化の体制が構

築されるとともに、府や地域団体が協働して課題解決にあたる「地域力再生プラットフォーム」の活動も活

発に行われるなど、各主体が力を合わせて課題解決にあたる機運が醸成されています。

　また、多様なニーズに対応できる教育環境の整備も進められ、平成25年度には小中一貫校が開校し、平

成27年度には福知山高校に府立中学校が併設されることとなりました。さらに、この地域には優れた自然、

環境、文化があり、平和を愛する風土があります。

　このため、個々の人権を尊重しながら、地域の課題を解決するための多様な主体の連携・協働を進めると

ともに、郷土を愛し、未来を担う人材を育成するため、地域と連携した質の高い教育の推進が求められてい

ます。また、この地域の自然、環境、文化、風土をみんなで守りはぐくみ、後世に伝えていくことが必要です。

（５）−ア　人権の尊重と多様な主体による地域社会参画

　目標　　□地域力再生交付金等を活用したプラットフォームの数（累計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20件（平成25年度：10件）　
　

■一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会づくり
　◆ 管内３市やＮＰＯをはじめ関係機関と連携し、あらゆる場や機会を通じて同和問題や女性、子ども、高

齢者、障害のある人、外国人、患者等に対する人権問題等、様々な人権問題について、解決に向けた人

権教育・啓発等の施策を推進するとともに、インターネット上での人権侵害や街頭で公然と行われる差

別的な言動等の新たな課題に対応した取組を進めます。

　◆ ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の人権侵害の

状況が改善されるよう、管内３市やＮＰＯをはじめ関係機関と連携し、啓発活動等に取り組みます。

　◆ ユニバーサルデザインの考え方によるまちづくりやものづくりを進め、多様な人々が積極的に参加し、

力が発揮できる社会の実現をめざします。

■地域で輝く女性の応援と男女共同参画の推進
　◆ 地域づくり等に関する学習会や交流の機会等を提供することにより、地域活動等に意欲のある女性を応

援し、女性のパワーをいかした地域づくりを推進します。

　◆ 男性の家事・育児・介護・地域活動等をはじめ、男女が共に家庭・地域・働く場での共同参画が推進で

きる環境を整備します。

■府民との協働によるまちづくり
　◆ 京都府が管理する道路や河川等について、府民等の提案により、地域密着型で取り組む府民公募型整備

事業や地域主導型公共事業を実施するとともに、工事見学会など府民参画・協働による事業を推進しま

す。
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 ■地域力再生プロジェクト等による地域力の強化
　◆ 地域住民自らが行う、地域課題を解決するための取組に対し、地域力再生交付金の活用による支援を行

うとともに、行政とＮＰＯ等が協力して課題解決に取り組むプラットフォーム活動をさらに拡大します。

　◆ パートナーシップセンターを中心にＮＰＯ等地域活動団体の活動基盤の充実や、情報発信等に対する支

援を行います。

■大学等との連携による地域課題解決の推進
　◆ 一般社団法人京都府北部地域・大学連携機構、大学、管内３市等の連携・協働による地域課題の解決に

向けた取組を推進します。

■地域の魅力の再発見と積極的な情報発信の推進
　◆ホームページや広報誌等を活用し、地域の魅力を積極的に発信します。

　

（５）−イ　郷土を愛し、未来を担う人材の育成

　目標　　□自分の夢や目標を持っている子どもの割合を増加

　　　　　　　　（平成25年度：小学校６年生 85.4％、中学校３年生 69.6％）

■質の高い学力の育成をめざし、自ら学び、自らを高める教育の推進
　◆ 個に応じた指導により、基礎的・基本的な知識・技能の習得、知識・技能を活用して課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力等の育成並びに学習意欲の向上に取り組むとともに、学習習慣の確

立を図ります。

　◆ 全ての子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、希望進路を実現することができるよう、

質の高い学力の保障に努めます。

　◆ 学校におけるあらゆる教育活動を通して言語活動の充実を図るとともに、読書活動を一層推進し、知的

活動やコミュニケーション活動の基盤である「ことばの力」を育成します。

　◆ 地域社会や企業と連携した体験的な学習活動を通し、将来に夢や希望を持ち、自らの進路を主体的に切

り拓く「生きる力」をはぐくみ、社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度を育成するキャリア教育

を推進します。

■規範意識や人を思いやり尊重する心など、豊かな人間性をはぐくむ教育の推進
　◆家庭や地域社会と連携して、豊かな感性や社会性・規範意識、人を思いやる心をはぐくみます。

　◆ いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害する人権問題であり、どの子どもに

も、どの学校にでも起こりうることを踏まえ、道徳教育や人権意識を高める取組等を充実し、いじめの

未然防止、早期発見・早期対応に努めます。

　◆ 地域社会と連携したボランティア活動・交流活動等、子どもたちが家庭や地域、学校で多様な体験をす

る機会を増やすことにより、人を尊び、人や地域の絆を大切にする心をはぐくみます。
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　◆ 子どもたちが地域の自然、伝統・歴史や文化等、ふるさとのよさを見つめ学び合う「由良川元気サミット」

や、多様な社会体験の機会を充実することにより、郷土を愛し、将来を担う人づくりを推進します。

 

■たくましく健やかな身体をはぐくむ教育の推進
　◆ 健康な心身をはぐくむために必要な知識や、望ましい生活習慣を身に付けさせるなど、子どもが自ら健

康で安全な生活を送ることができる取組を、学校・家庭・地域社会と協力して推進します。

　◆ 「食」が生徒の意欲、体力、学力に及ぼす可能性について各専門機関と連携を図りながら研究する「スー

パー食育スクール」の取組の成果を踏まえ、知育・徳育・体育の基礎となる食育の一層の推進を図ります。

　◆ 子どもたちの基本的な身体動作の獲得状況を把握することを目標とした京都府独自の指標「京の子ども

元気なからだスタンダード」等を活用し、楽しく体を動かす習慣を身に付けさせながら、子どもの体力

や運動能力を高め、自らの目標に向かって挑戦し続ける力を発揮できる健やかな身体を育成する取組を

推進します。

■信頼を高める学校づくりの推進
　◆ 子どもや地域の実情に応じた特色ある教育活動を展開する学校の研究実践を支援し普及するとともに、

今日的教育課題について現地・現場に視点を置いた研究・研修を行う「中丹プロジェクト２１」の充実

等により、教員の資質・能力の向上を図り、魅力ある学校づくりを推進します。

　◆ 一人ひとりを大切にし個性や能力の伸長を図るため、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等

校種間の連携や、小中一貫教育、中高一貫教育等、学校・地域の実態や多様なニーズを踏まえ、学びの

連続性を重視した教育活動を進めます。また、保護者や地域の住民等による学校評価や土曜日を活用し

た教育活動への参画等、学校と家庭、地域社会の横のつながりを密にしながら、信頼される学校づくり

を推進します。

■社会総がかりで子どもたちを豊かにはぐくむ環境づくり
　◆ 学校や社会教育関係団体、ＮＰＯ、企業等と連携した家庭教育支援の取組を進めるとともに、地域社会

による特色ある学校支援活動を広く啓発することにより、社会総がかりで子どもたちをはぐくむ環境づ

くりを推進します。

　◆ 子育て関係者が一堂に会し、社会総がかりで子どもをはぐくむ環境づくりを学び、広げる「みんなでコ

ラボｉｎ中丹」の開催をはじめ、各関係機関や校種間連携のもと、子育てに関する学習機会の提供や保

護者同士のつながりを深める取組を推進することにより、家庭の教育力の向上を図ります。

　◆ 「中丹の教育『まなび通信』『はぐくみ通信』」等により、各学校・ＰＴＡ・地域の取組を中丹地域に広

く発信し、学校・家庭・地域社会の信頼の絆を深めます。

■地域を担う若者の定着とリーダーの育成
　◆ 地域団体や企業等と連携し、大学入学前の高校生や在学中の大学生が地域の様々な取組や企業等につい

て学ぶ機会を提供することにより、地域を担う人材として育成するとともに、地域への定着を図ります。

　◆ 地域づくりに関する実践的な知識や技術等を持ったリーダー的人材を育成するため、一般財団法人地域

公共人材開発機構や一般社団法人京都府北部地域・大学連携機構、管内３市等と連携し、研修フィール

ドの提供等を行い、地域において活動する公共人材づくりを推進します。
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（５）−ウ　地域の自然・環境・文化を守りはぐくみ、平和を愛する風土づくり

　目標　　□地域が主体的に取り組む文化活動への支援件数（年間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10件以上（平成25年度：10件）
　　

■国定公園等の優れた自然・景観の保全と魅力発信
　◆ ｢丹後天橋立大江山国定公園｣、｢若狭湾国定公園｣、「由良川・桂川上中流域国定公園（仮称）（平成27

年度指定予定）」、「近畿自然歩道」等の自然や景観を保全するため、案内板・散策道の整備、観光ウォー

キングの実施等により、地域のみんなで守り、利用する取組を推進します。また、中丹地域のすばらし

い自然や景観、魅力を全国に発信します。

　◆ 良好な景観資源とそれを支える地域の活動を支援する「京都府景観資産登録制度」の取組や、国の登録

記念物である雲原砂防の資源をいかしたイベントの開催等、地域の活性化に向けた取組等の情報を積極

的に発信し、地域で取り組むまちづくりを支援します。

　◆ 魚類や水生生物等が棲みやすく、移動しやすくするため、環境保全型ブロック積や魚道等の整備を行う

など、自然環境に配慮した川づくりを進めるとともに、自然と親しむ水辺空間整備を進めます。

■快適な環境の整備と持続可能な循環型社会の構築
　◆低騒音舗装、道路照明の省電力化等、環境改善を進めます。

　◆ 中丹地域の美しい自然や豊かな環境を守り育てるため、大気・水質等の監視や不法投棄等防止対策を推

進します。

　◆ 地球温暖化防止に向け、省エネ・節電を導入する新たなライフスタイルへの転換に向けた取組を推進し

ます。

　◆ 長田野工業団地をはじめとする中丹地域に立地する企業に対して、ゼロエミッション・アドバイザーや

省エネアドバイザーの派遣を通じ、環境マネジメントシステムの導入支援を行い、事業所における環境

負荷等の低減の取組を促進します。

　◆ 身近な道路や河川について、地域住民、企業と協働して、清掃活動等を行う「さわやかボランティア・ロー

ド事業」や「中丹の川みんなで守り育む協働事業」を進めます。

　◆ 木材のエネルギー利用や地域の竹林の産業への活用等、中丹ならではのエコビジネス等に取り組む団体

を支援します。

■地域文化活動への支援
　◆ 中丹文化芸術祭をはじめ、住民が主体となった文化活動や、太鼓演奏など地域文化を活用したおもてな

しを充実させる取組を支援します。

　◆ 文化を担い未来に伝える次世代を育むため、舞台芸術の鑑賞やプロの音楽家からの演奏指導等、子ども

達が文化を体験する機会充実を図ります。

■地域固有の文化の保護と発展への支援
　◆ 地域に根ざした個性豊かな祭礼行事や伝統芸能、丹波繭、丹波うるし・黒谷和紙・丹後和紙をはじめと

した伝統工芸等の伝承や保護を図るための取組を支援します。
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 ■平和を大切にする環境づくりの推進
　◆ 平和を大切にする心を後世に引き継いでいくため、舞鶴引揚記念館所蔵品の「ユネスコ世界記憶遺産」

登録に向けた取組や「世界連邦都市宣言」をしている管内３市の平和を尊ぶ取組を支援します。

■国際交流の推進
　◆ 公益財団法人京都府国際センターや地域の国際交流協会等と連携し、外国籍府民や観光等で訪れる外国

人が防災・観光等の必要な情報が入手しやすい環境づくりを推進します。

　◆管内３市の姉妹都市交流を支援するとともに、その効果が相互に及ぶよう連携を強化します。
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＜地域の主要プロジェクト＞

　京都府では、府域の地域特性や資源をいかした戦略的な施策を推進する地域構想として、15の「みやこ

構想」や３つの「京都プロジェクト」に取り組んでおり、中丹地域においては、以下に掲げる５つの地域構

想を、この地域の主要プロジェクトとしても位置づけているところです。

　このため、これらの構想に係る主な事業については、本計画の重点方策としても盛り込み、構想の実現に

向けて取り組んでいくこととします。

Ⅰ　京都舞鶴港ランドブリッジ構想【みやこ構想】
　 　日本海側拠点港である京都舞鶴港を核として、関西一円とアジア・ヨーロッパ地域とを結ぶ壮大な物流

ルート（国際ランドブリッジ）の形成をめざし、そのルートを開拓・構築しながら、国際フェリーや外航

クルーズの基地化・エコポートの推進、管内３市への企業誘致の促進等に取り組みます。

Ⅱ　北京都ものづくり拠点構想【みやこ構想】
　 　福知山市、舞鶴市、綾部市にある工業集積と、大学や高等専門学校等の人材育成機関をいかしながら、

府北部地域におけるものづくり産業の中核拠点の形成をめざし、企業活動の支援やイノベーションによる

企業成長支援、新たな企業の誘致、高度なものづくり人材の確保・育成、産学公連携共同研究開発の促進

等に取り組みます。

Ⅲ　由良川里山回廊構想【みやこ構想】
　 　中丹地域にある海、川、里、山、歴史、風土、伝統、文化等の資源をいかし、人、もの、情報等のネッ

トワークの「回廊」の形成をめざしながら、自然や人々の絆を大切に、都市との交流の促進、農林水産業、

ものづくり産業、観光等に取り組みます。

Ⅳ　「海の京都」づくり【京都プロジェクト】
　 　古代より大陸との交流の窓口として栄えた歴史的背景や交通基盤整備の進捗をいかし、「海」というキー

ワードのもと、府北部地域が全国有数の競争力のある観光圏となることをめざします。

Ⅴ　「森の京都」づくり【京都プロジェクト】
　 　我々の生命を育む源でもある「森」をテーマにし、森・川・里の織りなす景観や環境・文化・生活を多

面的な角度からとらえ未来に受け継ぐとともに、発信し、多角的に活かす地域となることをめざします。


